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■ 国保賦課限度額の状況等について 

保険料金額 

限度額     ※階段で限度額を設定 

77万 改定後      H23保険料水準 

73万 

65万円 H23限度額 

区分 H２３ H２７ 伸び率 

所得割率 8.00% 8.51% 106.4% 

資産割額 15,667 14,205 90.7% 

均等割額 27,355 29,419 107.5% 

世帯割額 26,337 27,600 104.8% 

料率を上げると最低保険料のラインも上昇 

所得金額 

760 万 

850 万 

710 万 

２割 
５割 

７割軽減 

810 万 

現状では， 500 万円程度の 

所得で限度額に到達する 

保険者も存在する 

910 万 
H23 年の水準なら 

Ｈ２３と比較すると保険料率が上 

がっているので，限度額超過世帯 

の所得ラインは下がる。 各保険者 

が料率を上げると，限度額到達所 

得が下がるため， 1.5% の目標はそ 

もそも達成できない 

500 万 

700 万 800 万 900 万 

★ 料率が上昇している中で，現行制度下でのこれ以上の限度額の引き上げ 

には無理がある。根本的解決のためには，所得階層別の限度額設定しか方 

法がなく，段階的な限度額設定を強く要望する。 

★ 段階を踏んで限度額を設定しても所得の高い世帯の保険料率を上げるわ 

けではないので，被保険者の負担の公平性は維持できるものと考える。 

※ 現に，保険料率は上昇（ 4 方式採用保険者） 

改定案 

現に， H28 年度， H29 年度において 

も保険料率を改定している保険者 

も多く， H30 年度に改定することも 

想定すると，限度額到達ラインはさ 

らに下がっていることが考えられる 

H27 保険料水準 

被用者保険のように，収入に応じ 

た保険料とはなっておらず，保 

険者によって，被保険者の負担に 

は大きな格差がある実態 

平成２９年１１月８日 第１０８回社会保障審議会医療保険部会 委員提出資料 



市町村国保の所得階級別保険料（税）調定額等について【平成26年度】（昨年部会資料） 

○ 世帯の所得階級別に世帯数の分布を見ると、所得が200万円未満の世帯が1,500万世帯と全体の約８割を占めている。 
 
○ 所得階級にかかわらず、賦課（課税）限度額を超える額が見られるが、特に700万円以上の階級において、 
  賦課（課税）限度額を超える額が多くなっている。 

（出所）厚生労働省保険局「平成2６年度 国民健康保険実態調査」 
（注） ここでいう「所得」とは、総所得金額及び山林所得金額に雑損失の繰越控除額と分離譲渡所得金額を加えた所得総額（基礎控除前）である。 
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